
省エネ関連特別融資 

◆省エネ・創エネに関する設備投資

資金で、加古川市の補助金認定を

受けられた設備資金を対象として

います。

※ 融資に関するお問い合わせ
本融資のご相談につきましては、当金庫本支店で承ります。

最寄りの本支店窓口または担当者にお問い合わせください。

本部フリーダイヤル 0120-200-707 

限 度 額 ３，０００万円以内 

融 資 期 間  １０年以内 

資 金 使 途  省エネ・創エネ関連の設備資金 

金 利 当金庫所定の優遇金利（変動金利） 

そ の 他 

・総額から補助金額を除いた金額を上限

としますが、補助金交付までのつなぎ

資金についても対応いたします。

・お申込にあたっては、当金庫の審査が

ございます。

対 象 補 助 金 

・裏面をご覧ください。

・補助金の詳細は、加古川市環境政策課

（℡.079-427-9769）へ

 お問い合わせください。 

＜加古川市補助金対応＞ 

2026年4月1日現在 



【事業者向け】 

令和８年度 加古川市脱炭素に資する補助事業 

加古川市は、事業所等の脱炭素化を推進するため、太陽光発電設備の導入及び高効率空調設備へ

の更新支援を行います。 

     

申請書類等を取得し、必要事項を記入の上、環境政策課までご提出ください。申請書類や各補助 

事業の詳細については、市ホームページで公表しておりますので、申請の前には、必ずホームペー

ジをご覧ください。 

【注意】各補助事業共に事前申請
．．．．

制
．
であり、既に対象設備の導入に係る契約を締結し、設備の導

入を進めている場合は、補助金の対象外となります。

太陽光発電設備 高効率空調設備 

対象者 

＜共通＞ 

市税を滞納していない事業者 

市内の敷地への太陽光発電設備導入を行う市

内事業者 

・加古川市ゼロカーボンパートナーシップ事業に

おいて協定を締結している事業者

・省エネルギー診断（以下「省エネ診断」という。） 

を受診した事業者 

・市内の事業所に高効率空調設備を導入する事業 

者 

補助額 
補助額：１ｋW当たり６万円 

上限額：600万円（100ｋW分） 

補助率：更新経費の１/２ 

上限額：150万円 

申請期間 令和８年４月 20日（月）から令和８年 12月 28日（月） 

主な 

補助要件 

＜共通＞ 

当該設備に対する他の補助金との併用は不可 

・補助金の交付は、１敷地当たり１回限りとす

る（令和６・７年度に交付を受けた当該事業

も含む）。

・FIT又は FIP制度の認定を取得しないこと。 

・発電した電力を50％以上自家消費すること。 

・敷地外で発電した電力を利用する場合は、自

営線を用いること。

・発電量を計測及び記録する機器を設置する

こと。

・補助金の交付は、１事業者当たり１回限りとす

る（令和６・７年度に交付を受けた当該事業も

含む）。 

・新設ではなく、既設設備の更新であること。

・既設の空調設備に対して 30％以上の省 CO２

効果が得られるもの

※省エネ診断により、要件を満たしているこ

とを証明する必要があります。

ホーム

ページ 

申請方法  
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